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出ました。悪いことをしました、申しわ
けありませんと使用者に言わせる制度で
す。
　普通の経営者であれば、こんなことを
やらされるのは恥ずかしいですよね。恥
をかかせることで不当労働行為をやめさ
せようという仕組みなのです。
　もっとも、そんなの恥とも思わないよ
うな経営者もいるのです。ここの理事長
もそうでした。謝罪文だかなんだか知ら
ないが、10日間、貼っておけばいいんだ
ろと開き直って、相変わらず団交には応
じようとしなかった。
　こうなるともう手詰まりのように思い
ますか？　いえ、そんなことはないので
す。
　今度は、裁判所による過料制裁が理事
長に課されます。過料、つまり罰金のよ
うなものですが、これが100万円です。
ものすごくけちな理事長でしたから、
100万円は痛い。しかもこの制裁は、彼
が団体交渉を拒否し続けるのなら何回で
も出されます。そういう仕組みなのです。
　全国でも、過料制裁に至るケースはそ
んなにないのです。つまり、労働委員会
にも裁判所にもダメだと烙印をおされ
た、ある意味すごいケースなわけです。

○団体行動で理事長を追いつめる
　にも関わらず、彼は、今度はボーナス
まで勝手に削減してきました。私たちの
この間の行為には公的機関にもお墨付き
をいただいているわけですから、もうこ
うなったら徹底抗戦です。
　例えば、不当労働行為の命令が出たの
を機に、施設の玄関の庇に「大友理事長
は労働委員会の命令を守れ」「大友理事
長は辞めろ、退陣せよ」と看板を貼りま
した。普段はこういうことはしません。
施設管理権にも関わることですから。た
だこのときは、労働委員会からの命令も
出ましたし、抗議の意思表示として行い

ました。これも団体行動権です。
　それから理事長の自宅に抗議に押しか
けました。さきほど話したように、こう
したことが合法的にできるのも組合だか
らです。警察にもちゃんと申請をしてや
っていますから、警察は交通整理でつい
ているだけです。合法的なデモです。
　ストライキもしました。ストライキは
結局、2001年に最初のストを行って、最
後が2010年くらいです。都合３回ほど行
いました。
　労働組合のこうした果敢な団体行動
で、理事長はついに退陣をしたのです。
そこまでに15年がかかりました。

○�労使関係が正常化し、全国でも画期的
な腰痛休暇を制度化
　理事長が退陣して労使関係が正常化し
てからは、労働条件の改善も進んでいま
す。
　例えば、腰痛休暇を制度化しました。
これは全国でも初めての制度だと思いま

理事長は労働委員会の命令を守れ！

理事長宅へのデモ行動。世論も味方に
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す。介護現場は仕事柄、どうしても腰痛
が発生しがちです。でも、ぎっくり腰と
違って、慢性的な腰痛は、労災として認
定させるのが難しいのです。
　労災が使えないとなれば、結局、仕事
が原因であるのは間違いないのに、有給
休暇で対応することになります。そして
有休を使い切ったら、今度は欠勤扱いに
なってしまうのです。
　そこをなんとか救おうと、まずは労災
の申請をすること、次に労災の申請が却
下された場合は二週間の特別休暇を保障
することを制度化したのです。ちなみに、
本当は１か月の休暇を要求したのです
が、最初からそこまではさすがに無理で
したね。
　それにしても、おそらく全国で初めて
の画期的な制度を労使で実現しました。
もちろん、正職員だけじゃなくて臨時職
員やパートの人たちにも適用します。
　理事長とガンガンもめて裁判にもなっ
ていたような職場でも、時間はかかりま
したが、粘り強く頑張ってここまでのこ
とができるのです。

◆�個人加盟でもこれだけの対応ができます

　田井自動車や大友敬愛園の事例は、職
場で団結をして問題を解決した事例でし
た。そうではなく、地域労組に個人で加
入してもらうことで問題を解決すること
もできます。

　もちろん理想は、職場のみんなで組合
に入り、みんなで労働条件の改善を求め
ていくことです。職場を１人で改善して
いくのは難しいですから。でも、緊急事
態の際に「駆け込み寺」的に組合を活用
してもらうのはよいことですし、しかも、
かなりのことができるのです。その話を
しましょう。

○事例１：�仕事上で発生した損害に弁償
を求められた！

　１件目は、仕事で自動車を大破させて
損害賠償を求められたけれども、逆に、
給与未払いを支払わせた事例です〔『ア
ルバイト白書2011』に詳しいので参照〕。
　ここ10年ぐらいの傾向で、仕事上のミ
スを理由に使用者から損害賠償を請求さ
れたという相談が増えています。皆さん
も、アルバイトで経験しているようです
ね。
　まず確認したいのは、通常要請される
ような注意、義務を尽くしているのにミ
スをしてしまった場合、損害賠償義務は
生じないという理解です。そういうリス
クは、商売をするにあたって使用者が負
うべきものだと解釈されるのです。
　さてこの事例は、介護スタッフとして
送迎の業務に従事していた若い男性が、
運悪く冬道のスリップ事故で、車を大破
させてしまいました。始末書を書かされ
車両代を弁償すると書いてしまった後
に、組合に相談に来ました。その後、彼
は解雇されてしまうのですが、こちらは
団体交渉の要求をします。
　というのも、この損害賠償の請求がそ
もそも理不尽で、解雇は解雇権の濫用で
あること、さらには、彼は残業代をちゃ
んと支払われていなかったり、労働時間
の管理がされていなかったり、あるいは、
事故でケガをしているのに労災を使わせ
てもらえなかったことなどが、彼の相談
に乗っている中で分かってきたのです。

労使関係が正常化してからの団体交渉
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これらはもう明らかに違法です。そこで
団体交渉の申し入れ書を送りつけました。
　このときに大事なのは、交渉窓口は労
働組合であって、彼と直接の交渉はする
な、と使用者側に念を押している点です。
彼の場合、事故で社長から怒られて「弁
償します」という念書まで取られている
こともあって、一人で社長と対峙するな
んてできないですよね。そこで私たちが
彼をがっちり守るわけです。勝手に交渉
するなよ、と。
　ここまで釘をさしておけば、会社のほ
うもおかしなことはしてきません。自分
たちがいっぱい悪いことをしている分、
余計に。
　会社側が雇った弁護士もあいだに入っ
て、最終的にこの事例は和解になりまし
た。
　まず、残業代の支払いを認めさせて、
逆に、事故の弁償は求めないことを約束
させました。それから、解雇の撤回をさ
せて退職というかたちをとらせて、彼を
いじめたり残業代を支払っていなかった
ことへのペナルティとして解決金を支払
わせました。
　どうですか？　100％本人過失の事故
で数十万円の弁償を求められていたの
が、組合の力で、プラスマイナスを逆転
させて、ほぼそれと同額の金額を支払わ
せたのです。

○書類には安易にサインしない

　ところで、この事例で一つつけたして
おきたいのは、書類に安易にサインをし
ない、ということです。
　今回の事例では、本人の気が動転して
いるときに損害賠償を弁償することへの
同意書をとられてしまったわけですが、
皆さんだって、就職したときに書類を何
枚も渡されて、中身を読む時間が与えら
れずにサインを求められることがあるか
もしれない。
　気をつけなければならないのは、たと
えよく読まずにサインしたとしても、裁
判になったら、「あなたが納得してサイ
ンした」と解釈されてしまうことです。
裁判官はやはり書類になったもので判断
せざるを得ないのです。もちろん、大勢
に取り囲まれてサインを強いられたなど
の特殊な状況下であれば別ですが。
　ともあれ、サインをするなり印鑑を押
すのは、自分で納得した上で行うことで
す。賠償を求められた場合も、その内容
や損害額を具体的に聞くこと。即断即決
は絶対にしないで、私たち労働組合にま
ずは相談をしてください。

○事例２：�セクハラ、パワハラは立証で
きるかどうかが勝負

　セクシャルハラスメント、パワーハラ
スメントの相談も結構来ます。
　パワハラは判断が難しいです。という
のも、部下を指導したり注意するのは職
場にとっては必要なことですから。「上

安易なサインは禁物。将来役立つ話を聴講中

貴社の行為は許されない、団体交渉に応じよ
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司に怒られた。これはパワハラではない
のか」という相談をよく受けますが、そ
うとは一概には言えません。一線を越え
るというか、そこまで叱責する必要はな
いだろうとか、普段の人間関係はどうな
のかとか、こちら側もきちんと聞き取り
をして判断することになります。
　セクハラやパワハラの相談で大事なポ
イントは、第三者に証明できるかどうか
です。セクハラを受けた、パワハラを受
けたと言われても、証拠がなければ対応
は難しいんですよ。相談を受けて会社と
交渉をしても、ほぼ間違いなく、会社は
全面否定してきますから。「そんなこと
は言っていませんよ。この人の作り話で
はないですか」というところから交渉は
始まります。
　そこで、録音とか、メールなどの物的
証拠が大事になってくるのです。
　ちなみに、これも辞めてしまってから
の相談が多いのですが、辞めてしまって
からでは対応がほぼ100％できません。
そのことを覚えておいてください。

○レコーダでパワハラの証拠をおさえる
　紹介する事例は、東京にある食品卸売
会社の北海道支店に勤務する女性からの
相談です〔この事例は『アルバイト白書
2015』に詳しいので参照〕。
　支店といっても従業員は多くありませ
ん。問題は所長です。彼女が所長に挨拶
をしても無視をする。仕事上のお願いを
しても返事をしない。これが毎日続くの
です。さらに、毎日１時間ぐらい説教を
する、しかも２人だけになった時に。
　結局本人は精神的にまいってしまい、
市内の心療内科に行ったら、あなたが体
調を崩したのは所長のせいなので、即会
社を休むように医師から言われた。その
段階で彼女は私たちに労働相談にきたわ
けです。
　さてどうするか。本来はすぐに休ませ

るべきでしょう。でも、パワハラだと会
社に認めさせるには物的証拠が必要だっ
た。そこで私は心を鬼にして、もう１日
だけ出社して、ＩＣレコーダーで上司の
発言を録音するよう、彼女に伝えました。
　録音はうまくいきました。案の定、２
人きりになった時に、彼女が有給休暇を
取ったことや昼休みを時間通りとってい
ることに対して、上司がねちねちとくだ
らんことを言い始めるわけです。彼女に
してみれば、この上司といるのが苦痛だ
からお昼休みの時間ぐらいは外へ逃げる
わけですが、彼はそれを快く思っていな
いからねちねちといびる。そこをきっち
り録音したわけです。

○辞める前の相談だったから助かった
　そして本社の専務と団交を行うわけで
すが、案の定、彼はこう言うわけです。
「この女性はちょっとおかしいというか、
嘘つきなんです。鈴木さんはだまされて
いるんですよ」と。そして、本人が書い
たメモを持ちだして、「彼女こそ問題の
女なんだ、会社は何も悪くない」と主張
する。
　そこで、「そこまで言うならこれをご
覧ください」と言って、録音した記録を
示すわけです。これでも謝罪に応じなけ
れば、裁判沙汰になるがそれでもいいの
か、もちろんその場合、社会的にも公表
することになるが、とたたみかけるわけ
です。向こうもまさかこんな証拠がある

ＩＣレコーダでパワハラの証拠をおさえる
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とは思っていないから、急に態度を変え
て、最終的には和解に至りました。
　和解内容は、まず、雇用終了は、自主
退職ではなく合意解約であること。離職
票には事業主による退職勧奨とさせた。
これで雇用保険の不利を回避できるわけ
です。自主退職だと、保険の支給開始ま
であいだが空くのと、金額も低くなりま
すのでね。
　退職金も会社都合によるケースを適用
させて、減額はさせなかった。さらに慰
謝料も支給させました。これだけ彼女を
追いつめたわけですから。
　この事例もよくよく考えてください。
こんな上司に耐えられないと辞めていれ
ばそれまでです。それが、辞める前に相
談にきたおかげで、一年分の収入に相当
するぐらいの保障を得ました。泣き寝入
りするのか権利を主張するのかの違いが
これです。
　さらに言えば、権利を主張するといっ
ても本人が前に出て闘ったわけではな
い。ただ、あきらめないで相談に来たと
いうだけです。それだけでもこんなに違
いがあることを皆さんには知って欲しい
です。

○事例３：�職場の組合が役に立たないと
きにも、地域労組は闘って成
果をあげる

　職場で組合結成が難しいときだけでな
く、職場に組合があるのに守ってくれな
いとか、役に立たないというときも、私
たち地域労組は活用できます。そのこと
も強調しておきたい。
　３件目は、全国でも有名な大型小売店
での、降格人事に伴う賃下げをされた管
理職の事例です。
　具体的には、経営が厳しいからと彼の
600万円の年収が２割カットされたので
す。ですから480万円ですね。
　ちなみに２割カットって皆さんはどう

思いますか？　２割ぐらいなんとかなる
のではとか思いますか？　でも、皆さん
も大学に通うのに年間100万円を払って
もらっているわけですよね。他にも住宅
ローンや車のローンなどあるでしょう。
よほどの年収なら別ですが、２割カット
とは、こうしたお金の工面ができなくな
ることを意味するわけです。
　いや、会社が苦しいなどみんなで我慢
しなければならないときは確かにありま
すよ。でも私が腹が立ったのは、当時こ
の会社で行われていたリストラ内容をみ
ると、社長の給与カットは１割なんです
よ。2000万円の報酬の１割カットですか
ら1800万円はもらえるわけです。中間管
理職のほうが引き下げ割合が大きいわけ
です。その上に降格人事ですから、お前
はもう要らないと言われているような事
例だったんですね。
　そして、大手企業ですから組合は当然
あるのですが、ところが、彼は何も対応
してもらえなくて、そこで、私のところ
に相談にきたわけです。
　これはどうしたかと言えば、本人の同
意なき給与減額は違法ですから、一発で
撤回させました。むこうの会社の弁護士
がまともだったことも功を奏しました。
　繰り返しになりますが、こうした、何
千人、何万人もの組合員を抱える労働組
合で対応してくれなかったのを、たった
一人で私たちの組合に個人加盟したこと
で、会社に団交に応じさせて、労働条件

職場の組合が見放した一方的な労働条件切り下げも撤回
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の切り下げを撤回させられるのです。た
った一人で、ですよ。それが可能なんで
す。ここが、日本の労働組合法の優れて
いる点です。

○最後に
　労働条件が劣悪な職場を放置しておい
たら、真っ当な労働条件で経営している
企業にとっても脅威になります。企業間

の公正な競争が保障されなくなりますか
ら。その意味では、よりよい職場を作る
のは、もちろん自分自身のためであるの
は言うまでもありませんが、業界や社会
全体のためでもあるのです。
　経験をしなければなかなか分かりづら
いかもしれませんが、今日の交流で、労
働組合のすごさが少しでも皆さんに伝わ
ったら嬉しいです。

　学生の皆さん、どうだったでしょうか。団結権、団体交渉権まではまだしも、団体行
動権を理解するのは容易ではなかったかもしれませんね。
　ただ、よく考えて欲しいのは、第一に、労働条件決定における労使対等原則というの
は、労働組合がなければ画に描いた餅であるということ。そして、憲法や労働法は、皆
さんにそのこと、つまり、労使対等の立場での労働条件の決定を要請していることです。
　第二に、今回は団体行動権を駆使した事例まで教わりましたが、働く人たちがなぜそ
こまでの行動に踏み切ったのかを、職場のひどい働かされ方や、労働者の扱われ方との
関連で考えて欲しい。
　雇用情勢の改善が言われているけれども、それは「質」の改善は必ずしも意味してい
ません。皆さんが就職する職場も、少なからぬ問題を抱えているかもしれない。しかし
ながら、そういった職場でも、こうして労働三権を使って改善できるのです。覚えてお
いてくださいね。

〔川村〕
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第３章　飲食店アルバイト アンケート調査の結果

◆問題意識と調査の概要 �
　今年度は、飲食店のアルバイトを対象に調査を行いました。
　第一に、飲食店は、昨年度に調査したコンビニと並んで学生が多く働く場所です。ま
た、人手不足で休憩がとれない、お店が忙しいとあがらせてもらえない、などの問題も
よく聞かれます。以上が飲食店を対象に選んだ理由です。
　第二に、具体的な対象は、現在飲食店で働く学生、あるいは、過去に飲食店で働いた
ことがある学生です。
　過去に働いていた学生も対象にしたのは、トラブルなど経験して仕事を辞めている学
生もいるのではないか（言い換えると、現在飲食店で働いている学生よりも、問題を経
験した者が多いのではないか）と思われることによります。実際にそうであったことは、
今回の調査結果に示されていました。
　第三に、調査方法はアンケート調査です。
　ゼミ生が友人・知人に調査票を配布したほか、１年生の多くが受講する講義で調査票
を配布させていただきました（いずれの場合も、回収はその場で実施）。合計で95件の
調査票が集まりました。調査の実施時期は2016年10月です。
　第四に調査の内容（主な調査項目）は、以下の通りです。
　　　○属性：在籍校、性別、学年など
　　　○労働条件、勤務関連：�バイト先／勤務期間／契約内容の提示方法／勤務時間や

働き方／賃金や収入（時給、昇給制度、１ヶ月の収入や
使い道）など

　　　○職場での悩みや困ったこと、トラブル経験の有無など
　第五に、紙幅の都合で、結果の全ては本文中で紹介できませんでした。代わりに、資
料（調査結果一覧表）として以下をまとめているので参考にしてください。
　　　○回答者全体の結果
　　　○クロス集計①　�就業状態別（飲食店で「現在」働いている／「過去」に働いて

いた）の結果
　　　○クロス集計②　�深夜勤務の有無別（深夜時間帯以外の勤務／深夜時間帯にも勤

務）の結果　※対象は「現在」働いている者に限定
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◆調査の結果 �

１．回答者の属性

図表１－１　在籍

図表１－２　性別

図表１－３　学年

　回答者は95人である。
　第一に、在籍する大学は（図表１－１）、
ほぼ全員が北海学園大学で、その多くが
１部に所属する学生である。
　第二に、性別は６割強が男性で（図表
１－２）、第三に学年は、１年生が全体
の３分の２を占める（図表１－３）。つ
まり、調査票の多くは講義で回収された
ものである。

図表１－４　就業状態

　第四に就業状態をみると（図表１－
４）、飲食店で「現在」働いている者（以
下、「現在」群と呼ぶ）が全体の４分の
３を占めている。残りが過去に飲食店で
働いた経験のある者（以下、「過去」群
と呼ぶ）である。
　以下の勤務条件（労働条件）は、「現在」
群の結果を中心にみていく。断りがない
限り、図表も「現在」群の調査結果から
作成したものである。
　結論から言えば、回答者の多くを１年
生、つまり経験の短い者が占めるという
こともあり、予測していたほどには問題
はみられなかった。

２．勤務先、勤続期間など

単位：人、％
全体

現在群 過去群
94 100.0 72 100.0 22 100.0

食堂、レストラン 16 17.0 9 12.5 7 31.8
ファストフード 11 11.7 8 11.1 3 13.6
居酒屋 29 30.9 23 31.9 6 27.3
ビアホール 3 3.2 1 1.4 2 9.1
バー 2 2.1 2 2.8
喫茶店 4 4.3 3 4.2 1 4.5
専門料理店 19 20.2 17 23.6 2 9.1
持帰商品販売（弁当・ピザ等） 4 4.3 3 4.2 1 4.5
その他 6 6.4 6 8.3

図表２－１　バイト先

　第一に、「現在」群が働いている店は（図
表２－１）、「居酒屋」（31.9％）、「専門
料理店」（23.6％）などが多い。他は、「食
堂、レストラン」「ファストフード」が
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それぞれ１割程度を占める。なお、図表
は示していないが、深夜時間帯にも働い
ている者の半数は「居酒屋」がバイト先
である。

図表２－２　主な仕事場

図表２－３　労働条件の提示方法

図表２－４　勤務期間

　第二に、主な仕事場は６割が「フロア」
で、残りは、「キッチン・厨房」（22.2％）、
「両方とも同じくらい」（16.7％）である。
　第三に、面接の際に労働条件はどう提
示されただろうか。
　結果は（図表２－３）、契約書などの
書面は３分の２にとどまる。
　第四に勤務期間は（図表２－４）、１
年生が回答者に多いという事情を反映
し、全体として短い。半数強が６ヶ月以
内におさまる。

３．働き方、勤務時間

　働き方や勤務時間に関する調査結果を
みていく。

図表３－１　勤務の曜日

図表３－２　勤務の開始時刻

図表３－３　勤務終了時刻

　第一に、回答者が勤務している曜日は
「平日・土日ともに」が９割以上を占め
る（図表３－１）。
　第二に、勤務の開始時刻は（図表３－
２）、「17時台」が半数を占め（そのうち
１人を除く全員が17時）、終了時刻は（図
表３－３）、「23時台」が全体の３割を占
める。
　なお、22時を超えて働いている者（22
時で終了する者は除く）は、「現在」群
の54.9％を占めている。以下、22時を超
えて深夜時間帯にも働いている者を「深
夜勤務」群、それ以外を「非深夜勤務」
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群と呼ぶ。

図表３－４　１回の勤務時間

　第三に、開始時刻から終了時刻までの
時間をみると（以下、１回の勤務時間）、
５時間台が４割を占める。なお、「深夜
勤務」群において、長時間バイトがより
多い。

図表３－５　１ヶ月あたりの勤務日数

図表３－６　１週間あたりの労働時間

　第四に、１ヶ月当たりの勤務日数は（図
表３－５）、「10～14日」が半数強を占め、
１週間当たりの労働時間は（図表３－
６）、15時間以上が全体の６割を占める。
　週15時間とは、年間40単位を取得する
のに必要な授業時間数である。
　なお、「深夜勤務」群では、８割が週
15時間以上働いている。

図表３－７　最高連続勤務日数

　第五に、長期休暇時を除く最高連続勤
務日数を尋ねた（図表３－７）。
　結果は、「３日以内」「４日」「５日」
がそれぞれ２割前後を占めているが、７
日以上も16.2％を占めている。やはり「深
夜勤務」群でその割合は大きい。

図表３－８　勤務量に対する評価

図表３－９　学業への支障の有無

　第六に、勤務時間（量）に対する評価
を尋ねたところ（図表３－８）、「今ぐら
いでよい」が全体の７割を占める。
　あわせて、学業への支障については（図
表３－９）、「とくにない」が６割強を占
める。
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ているかを問えば、「まあ十分」という
のは45.2％にとどまる（図表３－12）。
　最後に、有給休暇の取得について尋ね
たところ（図表３－13）、そもそも「取
得したことはないし、店・店長からとく
に説明を受けてもいない」のが86.1％と
多くを占める。

４．賃金、収入について

単位：人、％
現在群
全体 非深夜勤務群 深夜勤務群
65 100.0 28 100.0 35 100.0

763円以下 2 3.1 2 7.1
764円～799円 4 6.2 3 10.7 1 2.9
800～849円 34 52.3 17 60.7 15 42.9
850～899円 14 21.5 2 7.1 12 34.3
900円 7 10.8 2 7.1 5 14.3
901円以上 4 6.2 2 7.1 2 5.7

平均値（単位：円） 836 821 850
標準偏差（単位：円） 60 54 62

図表４－１　時給（日中時間帯）

　賃金、収入についてみていく。
　第一に時給は、本調査では、日中時間
帯と深夜時間帯とに分けて尋ねた。図表
４－１は、前者をまとめたものだが、平
均で836円である。
　なお、「深夜勤務」群は「非深夜勤務」
群に比べて、日中時間帯の時給もやや高
い。

図表４－２　現在の時給額に対する満足度

　第二に、現在の時給の満足度を尋ねた
ところ、７割が満足している（図表４－
２）。

図表３－10　休み希望の通りやすさ

図表３－11　１度に組まれるシフト量

　第七に休み希望も通りやすいようだ。
84.7％が「まあ通りやすい」と回答して
いる（図表３－10）。ちなみにこうした
勤務シフトは、１ヶ月ごとに組まれると
いう回答が全体の４割を占めている（図
表３－11）。

図表３－12　職場の人手不足状況

図表３－13　有給休暇の取得状況

　第八に、とはいえ、職場で人手が足り
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図表４－３　妥当だと思う金額

　ちなみに、「満足していない」という
残り３割弱の回答者（20人）に妥当な金
額を尋ねた結果が図表４－３である。妥
当だと考えられている金額は、平均で
885円である。

図表４－４　昇給制度の有無

図表４－５　昇給の条件に対する評価

　第三に、アルバイト先での昇給制度の
有無を尋ねた（最賃の引き上げは除く）。
結果は（図表４－４）、「制度としてある」
は、全体の３分の１強にとどまる。「そ
の都度ある」まで含めると全体の半数強
を占めるが、「とくにない」が46.6％で
ある。
　ところで、制度があるという回答者に
限定して、その条件や評価を尋ねてみた
（図表４－５）。結果は、「そもそも条件

が示されていない」が半数を占めた。求
人票などに「昇給有り」と記載されてい
たにも関わらず、なかなか昇給がないと
いう不満が学生から聞かれるが、どうい
う条件で昇給が行われるのかの把握が大
事である。

図表４－６　１ヶ月あたりの平均的な収入

　第四に、１か月当たりの平均的な収入
を１万円刻みでみたところ（図表４－
６）、「４～５万円未満」が２割で最多で
ある。
　なお、回答者全体の半数は月に５万円
以上を得ている。とくに「深夜勤務」群
に限ると、その割合は７割強を占める。

n=71

図表４－７　アルバイト収入の使い道（複数回答可）

　最後に、アルバイトの収入の使い道を
尋ねた（図表４－７。複数回答可）。圧
倒的に多くの回答者があげているのが、
「カ．その他の趣味・娯楽・交際費」で
ある（93.0％）。
　但し、「ア．生活費」（29.6％）、「エ．
通学（交通）費」（28.2％）が３割に及
ぶほか、割合こそ１割前後だが、「イ．
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　では、その内容で多かったのは何か。
「ク．慢性的に人手が不足している」（34.3
％）、「エ．店が忙しいとあがらせてもら
えない」（28.4％）などが３割前後に及ぶ。
　ギリギリのスタッフで回していること
を示唆するものとして、他にも、「ウ．
急に出勤を要請される」（14.9％）、「イ．
休憩がとれない、カットされる」（11.9％）
があげられる。
　なお、人数こそ少ないが、「過去」群
において問題状況は様々にみられる。そ
もそも不満やトラブルがとくにない（な
かった）のは9.5％にとどまる。離職の
背景に何らかの問題の存在が推測される。
　次ページの自由記述も参照されたい。

大学の授業料」（7.0％）、「ウ．教材費や
書籍代」（12.7％）をあげる者もいるこ
とはおさえておきたい。

５．仕事上の悩み・不満、トラブル経験

　最後に、仕事上の悩み・不満やトラブ
ル経験、そして、それへの対応を考える
上での質問を行った。
　第一に、悩み・不満やトラブル経験を
尋ねた（図表５－１）。「現在」群につい
てみると、そういうのは特にないという
回答が全体の３割を占めた。言い換えれ
ば残りの７割は悩み・不満やトラブル経
験があることを意味する。

図表５－２　相談のしやすさ
　さて、第二に、仕事上の悩みや困った
ことを職場で話したり相談できるかを尋
ねた。
　結果は（図表５－２）、「そもそも悩み
や困ったことはない」のが全体の３割を
占めたほか、「店長や社員に話すことが
できる」も４分の１を占める。
　但し、「いずれとも話し合うことがで

図表５－１　仕事上の悩み・不満、トラブル経験

注：回答のなかった選択肢は省略した（資料を参照）。
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きない」が１割を占めることと、「バイ
ト同士なら」という回答が全体の３分の
１を占める点は気になる。

図表５－３　労働法の認知状況

　最後に、労働法を知っているか尋ねた
ところ（図表５－３）、「よく知っている」
が１割弱で、「まあ知っている」まで含
めれば半数は超えるものの、44.6％が「知
らない」で働き始めている。

まとめに代えて

　飲食店にはもっと問題がみられるかと
思ったが、予想よりは少なかった。回答
者の多くがまだ働き始めたばかりの１年
生であったことも関係していると思われ
る（加えて、何が法に反したことなのか
を分かっている学生は必ずしも多くはな
いのではないか）。
　とはいえ、結構な時間数を働いている
ことや、悩み・不満やトラブル経験がな
いわけではない（あくまでも、予想より
は少なかったという印象である）。
　飲食店アルバイトの調査は、またあら
ためて行いたい。
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資料　悩み・不満やトラブルに関する自由記述 �
○�バイト先での社員の人が軽く仕事を押し
つけてくる。
○�バイトに求めるものが正社員と同じとい
うことに疑問を感じる。
○�料理をひっくり返したときにあとで弁償
する。
○�深夜まで働いた際の帰りの交通費が出な
い。
○�毎度毎度シフトの数がバラバラで賃金に
差があるため予定が組みにくい。バイト
がどこまで責任をとるべきなのか詳しい
説明がない。／１日何時間労働という決
まりがあまり守られていない。最高12時
間労働で時給も変わらぬまま。
○�人手不足で常にシフトが入っていること
が多く、パート内での不満が高い。／経
営者が自分本位で、ほぼ顔を出さないく
せに売上げに文句ばかり言ってくる。
○�１日12時間以上働いているとき〔でも〕
何も手当が出ない。
○�バイトの上の人としょっちゅうもめたこ
と。
○�過去の塾のバイトでは、説明も不十分、
給料未払いで、連絡をしても悪びれず、
むしろ文句を言われるなど最悪だった。
今のバイトはおおむね満足であるが、昇
給条件がはっきりしない。
○�人手が足りない。
○�店長がバイトや社員の人権？などを考え
ずに、店の利益になるような経営をして
いる（客に対する従業員の数が少なく、
店がまわっていないのに人を増やさず
に、バイトの力不足のせいにされる）点
が店長に対する１番の不満でした。
○�〔店を〕あがれないのは、自分の働いて
いる場所（洗い場）をきれいにするまで
だから。このバイトは始めたばかりなの
で洗い物を早く整理ができず定時にあが

れない。／自分の友達が有休を取得しよ
うとしたら個人面談が行われた。有休に
関する法律の資料を持っていってようや
く有休が認められた。一連の流れに疑問
を持ちました。

○�お店が忙しいとあがれない雰囲気があ
り、店長もあがりだと分かってはいるが
何も言わず、残業せざるを得ない状況が
ある。だが、その分の給料は支払われて
いるので、不満に思っていてもなかなか
口に出すことができない。他には、シフ
トに入る前やあがった後にテーブルをふ
いたりゴミを捨てるルールがあると説明
された。実際に行っている人と、行って
いない人やシフト時間内に行っている人
とがいるため、差ができてしまっている
ことが問題だと思います。

○�暇な日は早上がりをさせられるので、給
料が少なくなってしまい、生活に苦しん
だときが何度かある。

○�更衣室などのスペースが汚れている。業
務とは関係のない質問をお客さんからさ
れる。先輩からの言葉がつらい（舌打ち、
暴言など）。／以前、お花屋さんで働い
ていたとき、９時間労働の９連勤だった
ときは、法的に大丈夫なのかな？と感じ
ました。

○�試験休みがとれないのは本当に辛いです。
○�アルバイトがシフト希望を集めて全員分
を集計してオーナーに提出していたが、
休み希望の理由（例えば部活とか）まで
が記載されているものを、アルバイト１
人が集計するのはどうなのかと思ってい
た。同じ職場（某アイスクリームチェー
ン店）で、アイスの発注や資材の発注は
アルバイトが行っていたが、その責任の
重さの割に時給が安くて不満だった。
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つ
で
も
出
ま
す
」�

�

店
長
こ
わ
く
て
断
り
き
れ
ず　

Ｍ
・
Ｍ

・
就
業
規
則
入
る
前
だ
と
全
て
が
見
え
ず�

�
「
み
ん
な
で
ま
も
ろ
う
か
い
し
ゃ
の
き
ま
り
」　

Ｕ
・
Ａ
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・
人
は
言
う
「
体
が
資
本
」
と
他
人
が
言
う�

�

だ
か
ら
会
社
は
詰わ

た

し

め
替
え
を
望
む　

Ｍ
・
Ｙ

・
歯
車
が
己
が
規ル

ー
ル則
も
知
ら
ぬ
ま
ま�

�

軋
む
機
構
に
幸さ

き

は
あ
る
の
か　

Ｍ
・
Ｙ

②�　

労
働
基
準
法
第
三
四
条
（
休
憩
）
使
用
者
は
、
労
働
時
間
が
六
時

間
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
少
く
と
も
四
五
分
、
八
時
間
を
超
え

る
場
合
に
お
い
て
は
少
く
と
も
一
時
間
の
休
憩
時
間
を
労
働
時
間
の

途
中
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�

　
前
項
の
休
憩
時
間
は
、
一
斉
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
事
業
場
に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織

す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表

す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
が
あ
る
と
き
は
、こ
の
限
り
で
な
い
。

３�

　
使
用
者
は
、
第
一
項
の
休
憩
時
間
を
自
由
に
利
用
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
《
例
》　�

店
長
さ
あ
ん
円ス

ト

レ

ス

形
脱
毛
同
情
し
ち
ゃ
う
け
ど
あ
り
え
な
い
で

し
ょ
十
時
間
シ
フ
ト

　
　
　
　

�「
ヒ
セ
イ
キ
は
組
合
に
す
ら
入
れ
な
い
」
都
市
伝
説
を
聴
け

ば　

た
そ
が
れ

・
あ
ら
か
じ
め
週
３
希
望
伝
え
て
も�

�

気
づ
い
た
と
き
に
は
５
連
勤
、
だ
な　

Ｔ
・
Ｆ

・
ア
ル
バ
イ
ト
朝
か
ら
晩
ま
で
働
い
て�

�

短
す
ぎ
る
よ
、
休
憩
１
時
間　

Ｔ
・
Ｋ

・
工
場
の
作
業
機
械
は
休
み
無
く�

�

回
り
続
け
る
私
も
そ
の
一
部　

Ｍ
・
Ｗ

・
７
・５
時
間
息
つ
く
時
間
は
４
か
け
５
分�
�

今
は
昔
と
ラ
ー
メ
ン
ず
る
ず
る　

Ａ
・
Ｒ

・「
や
っ
と
休
憩
…
：（　
「
仕
事
戻
る
」
つ
ぶ
や
き
２
つ�

�

「
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」
送
る
リ
プ
ラ
イ　

Ｕ
・
Ｒ

・「
休
憩
の
時
間
は
自
由
」
と
禁
煙
の�

�

バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
で
煙
草
吸
う
先ク

ズ輩　

Ｋ
・
Ｒ

・
ｏ
ｈ
弁
当
片
手
に
ペ
ン
の
時
間
外�

�

朝
か
ら
な
ん
に
も
食
べ
て
な
い
の
に
！　

Ｔ
・
Ｈ

・
食
事
時
た
ま
に
は
外
に
行
き
た
く
て�

�

だ
け
ど
疲
れ
て
今
日
も
弁
当　

Ｍ
・
Ｈ

・
ワ
ン
マ
ン
で
コ
ン
ビ
ニ
深
夜
８
時
間�

�

休
憩
時
間
影
分
身
に
ゃ
。　

Ｈ
・
Ｓ

・「
十
時
間
連
続
シ
フ
ト
だ
っ
た
ん
だ
」�

�

自
慢
気
に
話
す
先
輩
に
首
輪　

Ｓ
・
Ｎ
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・
店
長
に
「
外
出
し
ま
す
」
と
一
声
を�

�

礼
儀
だ
け
れ
ど
義
務
じ
ゃ
な
い　

Ｎ
・
Ｙ

・
休
憩
中
や
る
こ
と
な
い
し
暇
す
ぎ
る�

�

ど
う
せ
な
ら
も
う
時
給
く
だ
さ
い　

Ｉ
・
Ｓ

・
休
憩
の
時
間
は
お
金
が
出
な
い
そ
う�

�

そ
こ
に
い
る
の
に
帰
れ
な
い
の
に
。　

Ｓ
・
Ｋ

・
予
想
外
週
末
満
席
終
電
に
乗
れ
ず
ま
た
も�

�
店
長
に
言
え
ず　

Ｆ
・
Ｙ

・
シ
フ
ト
見
て
２
時
間
休
憩
３
時
間�

�

ホ
ワ
イ
ト
す
ぎ
る
私
の
バ
イ
ト　

Ｈ
・
Ｍ

・
待
っ
て
よ
と
残
業
少
し
た
の
ま
れ
た�

�

で
も
ね
店
長
給
料
下
さ
い
。　

Ｋ
・
Ｋ

・
授
業
外
で
も
聞
い
て
く
る
生
徒
た
ち
楽
し
い
け
ど
ね�

�

残
り
は
５
分
…　

Ｉ
・
Ｙ

・
休
憩
は
あ
り
が
た
い
け
ど　

け
ど
、
で
も
ね�

�

早
く
わ
が
家
に
帰
り
た
い
…
…　

Ｔ
・
Ｒ

・
分
針
は
十
二
回
転
し
た
け
れ
ど�

�

深
夜
シ
フ
ト
は
今
日
も
回
ら
ず　

Ｔ
・
Ｓ

・
リ
ー
ダ
ー
よ
忙
し
い
の
は
わ
か
る
け
ど�

�

お
腹
す
い
た
よ
あ
ゝ
12
時
休
…　

Ｈ
・
Ｊ

・
休
憩
中「
休
ん
で
る
の
か
」「
い
そ
が
し
い
」「
人
手
が
足
り
な
い
」�

�

店
長
の
視
線　

Ｎ
・
Ｔ

・
１
時
間
？
数
え
て
み
た
ら
10
時
間�
�

私
の
休
憩
誰
が
食
べ
た
の　

Ｙ
・
Ｓ

・
休
憩
中
何
度
も
レ
ジ
を
手
伝
わ
さ
れ�

�

無
視
し
て
自
由
を
手
に
入
れ
た
い　

Ｉ
・
Ｓ

・
守
る
べ
き
規
則
は
あ
ま
り
守
ら
れ
ず�

�

上
司
は
定
時　

我
残
業　

Ｋ
・
Ｅ

・
店
長
労
働
時
間
守
ろ
う
ね
守
ら
な
け
れ
ば�

�

処
分
い
た
す　

Ｎ
・
Ｍ

・
親
分
も
自
分
も
は
か
な
い
身
分
な
り�

�

つ
た
な
い
芝
居　

就ア

リ

バ

イ

業
規
則
作
り　

Ｔ
・
Ｍ

・
お
い
お
い
オ
イ
ッ
休や

す
み憩
も
シ
フ
ト
ど
ー
ゆ
ー
コ
ト
？�

�

お
前
が
決
め
た
ら
ご
飯
も
食
べ
ら
れ
な
い　

Ｈ
・
Ｒ

・
休や

す
み憩
時
間
カ
ッ
ト
す
る
か
ら
休
ん
で
ね�

�

一
人
シ
フ
ト
で
休
ん
で
い
い
の
？　

Ｈ
・
Ｒ
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・
接
客
で
笑
顔
ふ
り
ま
き
顔
ケ
イ
レ
ン�

�

休
憩
な
し
の
ノ（

八

時

間

）

ン
ス
ト
ッ
プ　

Ｍ
・
Ｓ

・
休
憩
中
も
し
も
自
由
で
な
い
な
ら
ば�

�

い
っ
さ
い
心
は
休
憩
で
き
ず　

Ｓ
・
Ｙ

・
休
み
時
間
す
る
こ
と
ね
ぇ
ぞ
飯
も
ね
え�

�

60
分
間
金
に
さ
せ
ろ　

Ｙ
・
Ａ

・
あ
あ
ヨ
イ
シ
ョ　

時
は
金
な
り
言
う
け
ど
も�

�

金
を
使
え
る
時
間
が
な
い
と
は　

Ｙ
・
Ｋ

・
一
時
間
休
憩
も
ら
い
「
疲
れ
た
の
？
」�

�

こ
れ
だ
け
働
き
30
分
だ
け
？　

Ｓ
・
Ｔ

・
パ
ー
ト
さ
ん
見
た
こ
と
な
い
よ
休
憩
の�

�

時
間
な
ん
て
な
か
っ
た
か
の
よ
う　

Ｓ
・
Ｔ

・
気
づ
い
て
ま
す　

六
時
間
超
え
気
づ
か
な
い
フ
リ
か�

Ｉ
・
Ｈ

・
ト
ラ
ブ
ル
は
気
を
抜
く
瞬
間
狙
っ
て
る�

�

常
在
不
断
休
ま
ぬ
心　

Ｍ
・
Ｙ

・
雪
が
降
り
タ
イ
ヤ
交
換
始
ま
っ
た�

�

忙
し
い
け
ど
飯
は
食
わ
し
て　

Ｍ
・
Ｙ

・
休
憩
は　

書
面
で
存
在　

し
て
る
け
ど�

�

本
当
は
全
然　

も
ら
っ
て
い
な
い　

Ｋ
・
Ｙ

・
繁
忙
期
皆
の
様
子
を
見
て
い
る
と�

�

「
休
憩
入
り
ま
す
」
絶
対
言
え
な
い　

Ｙ
・
Ｋ

【
課
題
・
２　

�

現
在
か
、
過
去
に
体
験
し
た
ア
ル
バ
イ
ト
に
つ
い
て
、

感
じ
た
こ
と
を
、
短
歌
に
し
て
み
よ
う
（「
ブ
ラ
ッ
ク

バ
イ
ト
」
を
意
識
し
な
く
て
も
可
！
）】

・
ア
ル
バ
イ
ト
時
間
と
金
の
大
切
さ�

�

大
変
さ
を
初
め
て
知
っ
た　

Ｔ
・
Ｆ

〔
ラ
ー
メ
ン
屋
／
現
在
〕

・
朝
７
時
そ
れ
か
ら
夜
の
０
時
ま
で�

�

ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
の
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ブ　

Ｔ
・
Ｋ

〔
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
店
員
／
現
在
〕

・
学
生
の
心
身
削
り
肥
え
て
い
く�

�

「
７
」
の
コ
ン
ビ
ニ
天
下
の
市
場　

Ｍ
・
Ｗ

〔
コ
ン
ビ
ニ
／
過
去
〕

・
メ
ー
ル
に
は
「
30こ

れ

か

ら

行

っ

て

分
で
他
教
室
ヘ
ル
プ
へ
」
の
内
容
が�

�

「
１
時
間
半
く
れ
」
私
服
で
駆
け
ゆ
く　

Ａ
・
Ｒ

〔
塾
講
師
／
現
在
〕
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・
無
連
絡
２
時
間
経
っ
た
ね
コ
ン
セ
ン
ト�

�

貴
方
に
ホ
コ
リ
を
ぐ
ぐ
ぎ
い
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う　

Ａ
・
Ｒ

〔
塾
講
師
／
現
在
〕

・〈
バ

ニ

ー

ト

イ
ト
を
し
て
い
な
い
学
生
〉
だ
と
自
称
し
な
が
ら
雑
談
す�

�
［
職
業
：
学
生
］
マ
ル
で
囲
っ
て　

Ｕ
・
Ｒ

〔
デ
ザ
イ
ン
／
過
去
〕

・
おじ

ん
せ
い前
の
寿じ

か
ん命
を
売
っ
た
の
だ
か
ら
ほ
ら�

�

払
っ
て
も
ら
え
と
熱
弁
す
友　

Ｕ
・
Ｒ

〔
デ
ザ
イ
ン
／
過
去
〕

・
テ
ス
ト
前
の
塾
生
殺
す
気
か
よ
塾
長�

�

イパ

ン

デ

ミ

ッ

ク

も

辞

さ

な

い

姿

勢

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
感
染
者
に
出
勤
強
要　

Ｋ
・
Ｒ

〔
塾
講
師
／
過
去
〕

・
い
ら
っ
し
ゃ
い
ハ
ハ
ハ
ハ
は
は
は
ハ
ハ
ハ
ハ�

�

俺
は
神
を
も
怒
ら
せ
た
の
か　

Ｔ
・
Ｈ

〔
ラ
ー
メ
ン
店
／
過
去
〕

・
サ
ー
ク
ル
の
花
見
当
日
残
業
で�

�

ド
リ
裏
に
凍
え
欠
席
連
絡　

Ｈ
・
Ｓ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　�〔
コ
ン
ビ
ニ
深
夜
／
過
去
＊
こ
の
日
は
22

―
翌
10
の
12
時
間
勤
務
に
な
り
ま
し
た
〕

・
私
が
働
い
て
い
た
職
場
に
も
押
し
寄
せ
て
来
る
か�

�

時
代
の
流
れ　

Ｓ
・
Ｓ

〔
国
家
公
務
員
（
非
常
勤
職
員
・
国
税
局
）
／
過
去
〕

・
風
邪
を
ひ
き
休
み
に
休
ん
で
２
週
間�
�

ク
ビ
宣
告
は
未
だ
に
来
ぬ
ま
ま　

Ｓ
・
Ｒ

〔
ス
ー
パ
ー
レ
ジ
／
現
在
〕

・
春
休
み
長
期
休
暇
遊
べ
な
い�

�

休
み
を
く
だ
さ
い　

二
十
連
勤　

Ｉ
・
Ｓ

〔
営
業
（
書
籍
販
売
）
／
過
去
〕

・
赤
マ
ル
で
え
っ
何
で
す
か
？
マ
ル
ボ
ロ
だ�

�

い
や
知
ら
ね
ー
よ
タ
バ
コ
吸
わ
ね
ぇ
し
。　

Ｓ
・
Ｋ

〔
コ
ン
ビ
ニ
（
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
）
／
過
去
〕

・
来
年
も
来
い
よ
と
言
っ
て
く
れ
た
正ひ

と
職
員�

�

い
つ
か
は
あ
あ
い
う
人
に
な
り
た
い　

Ｓ
・
Ｓ

〔
国
家
公
務
員
（
非
常
勤
職
員
・
国
税
局
）
／
過
去
〕

・
週
１
で
い
い
っ
て
言
っ
て
た
入
っ
た
頃�

�

出
る
た
び
増
や
せ
と
言
わ
れ
る
今　

Ｉ
・
Ｈ

〔
テ
レ
ア
ポ
／
現
在
〕
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・
人
見
知
る
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
の
顔
合
わ
せ�

�

時
よ
戻
れ
と
送
別
会
で　

Ｆ
・
Ｙ

〔
飲
食
店
／
現
在
〕

・
手
み
や
げ
を
い
つ
も
く
れ
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん�

�
で
も
ね
、
ご
め
ん
ね
ト
マ
ト
は
い
ら
な
い　

Ｈ
・
Ｍ

〔
カ
フ
ェ
／
現
在
〕

・
カ
ラ
オ
ケ
屋
失
礼
し
ま
す
ド
リ
ン
ク
で
す�

�
俺
な
ら
続
け
る
そ
の
歌
を　

Ｋ
・
Ｔ

〔
カ
ラ
オ
ケ
／
現
在
〕

・
今
現
在
職
場
恋
愛
し
て
い
ま
す�

�

元
カ
ノ
も
い
て
こ
こ
は
戦
場
。　

Ｋ
・
Ｋ

〔
カ
ラ
オ
ケ
／
現
在
〕

・
微
笑
み
と
魔
法
の
言
葉
が
あ
る
日
だ
け�

�

８（

時

給

）

５
０
円
は
忘
れ
る
よ　
「
あ
り
が
と
う
」　

Ｋ
・
Ｈ

〔
接
客
業
／
現
在
〕

・
分
か
っ
た
！
と
う
な
ず
い
て
は
い
る
も
の
の�

�

明
日
に
な
っ
た
ら
同
じ
説
明　

Ｉ
・
Ｙ

〔
塾
講
師
／
現
在
〕

・
リ
ズ
ム
よ
く
カ
タ
カ
タ
動
く
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン�

�

当
時
の
私
は
こ
う
だ
っ
た
か
な
…
？　

Ｉ
・
Ｙ

〔
塾
講
師
／
現
在
〕

・
金ピ

ー

ク

時

曜
・
土
曜
夜
に
途
切
れ
ぬ
列
を
な
が
め
て
は�
�

恋
し
く
思
う
平暇

す
ぎ
る
時

日
の
朝　

Ｔ
・
Ｒ

〔
接
客
業
（
カ
ラ
オ
ケ
）
／
現
在
〕

・
睡
眠
の
時
間
を
削
り
ア
ル
バ
イ
ト�

�

と
き
ど
き
思
う
「
な
に
や
っ
て
ん
だ
か
…
…
」　

Ｔ
・
Ｒ

〔
接
客
業
（
カ
ラ
オ
ケ
）
／
現
在
〕

・
除
夜
の
鐘
今
年
も
君
と
と
も
に
聞
く�

�

コ
ン
ビ
ニ
の
は
し
落
書
き
の
顔　

Ｔ
・
Ｓ

〔
コ
ン
ビ
ニ
／
現
在
〕

・「
こ
れ
あ
げ
る
」
歩
道
の
子
か
ら
葉
を
も
ら
う�

�

安
い
給
料
お
も
わ
ぬ
ボ
ー
ナ
ス　

Ｙ
・
Ｔ

〔
北
海
道
神
宮
祭
の
神
輿
渡
御
の
ス
タ
ッ
フ
／
過
去
〕

・
僕
達
が
付
き
合
っ
て
か
ら
３
ヶ
月�

�

余
計
に
燃
え
る
恋
愛
禁
止　

Ｈ
・
Ｊ

〔
カ
ラ
オ
ケ
／
過
去
〕
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・
ピ
ッ
ツ
ァ
ま
ん
読
め
な
か
っ
た
お
ば
さ
ん
の�

�

ピ
ー
ナ
ッ
ツ
ま
ん
に
は
思
わ
ず
吹
い
た　

Ｉ
・
Ｓ

〔
コ
ン
ビ
ニ
／
現
在
〕

・
教
え
子
の
テ
ス
ト
に
む
け
る
真
剣
な�

�

意
思
を
感
じ
て
ひ
き
し
ま
る
僕　

Ｎ
・
Ｔ

〔
家
庭
教
師
／
過
去
〕

・
働
い
て
分
か
っ
た
こ
と
は
た
だ
一
つ�

�
私
は
マ
ト
モ
な
方
の
人
間　

Ｓ
・
Ｒ

〔
ス
ー
パ
ー
の
店
員
／
現
在
〕

・「
休
め
な
い
？
」
シ
ー
バ
ー
も
っ
て
か
け
ま
わ
る�

�

私
の
職
業
、
学
生
だ
よ
ね
？　

Ｙ
・
Ｓ

〔
派
遣
／
現
在
〕

・
朝
６
時
重
い
瞼
を
擦
り
つ
つ�

�

向
か
う
先
に
は
ま
と
も
な
職
場　

Ｋ
・
Ｅ

〔
ス
ー
パ
ー
（
ま
い
ば
す
け
っ
と
）
の
パ
ー
ト
／
現
在
〕

・
バ
イ
ト
に
は
ス
ト
レ
ス
溜
ま
り
楽
し
さ
も�

�

感
じ
な
い
か
ら
う
つ
に
な
り
そ
う　

Ｎ
・
Ｍ

〔
ロ
ッ
テ
リ
ア
／
現
在
〕

・
年
の
瀬
に
何
を
思
っ
て
い
た
の
や
ら
食
パ
ン
在
庫
に
山
の
よ
う�

　

店
長
年
越
し
パ
ン
、何
斤
？ 

ち
な
み
に
俺
は
６
連
勤
。　

Ｍ
・
Ｔ

〔
コ
ン
ビ
ニ
（
サ
ン
ク
ス
）
／
過
去
〕

・
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
話
を
聞
い
て
！
耳
遠
い
？�
�

大
き
な
声
で
「
足
り
ま
せ
ん
」　

Ｍ
・
Ｍ

〔
レ
ジ
／
現
在
〕

・「
学
生
だ
か
ら
」
と
交
通
費
な
し
の
通
告
か
ら
約
２
年�

�

う
ず
ま
く
疑
問
今
さ
ら
言
え
ず　

Ｕ
・
Ａ

〔
ス
ー
パ
ー
（
品
出
し
）
／
現
在
〕

・
大
丈
夫
、
僕
暇
な
の
で
替
わ
れ
ま
す
。�

�

あ
れ
夏
休
み
い
っ
た
い
ど
こ
い
っ
た
？　

Ｈ
・
Ｒ

〔
コ
ン
ビ
ニ
／
現
在
〕

・
ま
だ
二
日
、
バ
イ
ト
始
め
て
ま
だ
初（

二

日

）

心
者�

�

ど
う
し
て
オ
レ
に
店
を
任
せ
る
？　

Ｍ
・
Ｓ

〔
ラ
ー
メ
ン
屋
／
過
去
〕

・
今
さ
っ
き
ク
イ
ズ
に
挑
戦�

�

労
基
法
有
給
ナ
ニ
ソ
レ
オ
イ
シ
イ
ノ
？　

Ｓ
・
Ｙ

〔
接
客
・
販
売
／
現
在
〕



●42

・
魚
切
り
シ
ャ
リ
を
に
ぎ
れ
ば
蟲
が
わ
き�

�

無
意
識
に
過
ぐ
時
は
金
な
り　

Ｙ
・
Ａ

〔
東
光
ス
ト
ア
１
Ｆ
す
し
の
一
心
／
過
去
〕

・
友
人
と
話
し
て
い
て
も
言
い
そ
う
な�

�
「
そ
し
た
ら
一
緒
に
考
え
よ
う
か
？
」　

Ｙ
・
Ａ

〔
塾
講
師
／
現
在
〕

・
引
き
上
げ
ろ　

船
よ
り
汲
み
上
げ
昆
布
川�

�

磯
船
フ
ェ
リ
ー
は
今
日
も
満
員　

Ｙ
・
Ｋ

〔
漁
業
（
昆
布
漁
）
／
過
去
〕

・
ア
ル
バ
イ
ト
月
日
は
流
れ
６
ヵ
月�

�

労
基
法
に
て
有
給
取
得　

Ｋ
・
Ｋ

〔
と
ん
か
つ
店
／
過
去
〕

・
シ
ラ
を
切
る
バ
イ
ト
の
店
長
有
給
休
暇�

�

「
労
基
法
」
で
鶴
の
一
声　

Ｋ
・
Ｋ

〔
と
ん
か
つ
店
／
過
去
〕

・
バ
イ
ト
だ
か
ら
…
と
い
つ
も
言
う
け
ど
本
当
か
？�

�

私
も
人
間
あ
な
た
も
人
間　

Ｓ
・
Ｔ

〔
喫
茶
店
／
現
在
〕

・
名
ば
か
り
の
責
任
者
だ
ね
い
つ
も
思
う�

�

あ
な
た
の
本
性
み
ん
な
知
っ
て
る　

Ｓ
・
Ｒ

〔
喫
茶
店
／
現
在
〕

・
時
給
よ
り
働
き
や
す
さ
で
選
ぶ
が
吉
か�

Ｉ
・
Ｈ

〔
飲
食
店
／
現
在
〕

・
ア
ル
バ
イ
ト
手
当
て
休
日
全
部
ア
リ�

�

そ
れ
ら
の
補
填
は
社
員
の
時い

の
ち間　

Ｍ
・
Ｙ

〔
書
店
員
／
過
去
〕

・
客
が
来
た
給
油
済
ま
せ
て
お
帰
り
だ�

�

た
だ
見
て
る
だ
け
セ
ル
フ
ス
タ
ン
ド　

Ｍ
・
Ｙ

〔
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
／
現
在
〕

・
外
国
人　

日
本
に
お
金　

落
と
す
け
ど�

�

部
屋
に
は
ゴ
ミ
を　

落
と
し
て
い
く
よ　

Ｋ
・
Ｙ

〔
ホ
テ
ル
の
客
室
清
掃
員
／
現
在
〕

・
ア
ル
バ
イ
ト　

部
屋
の
清
掃　

し
て
る
け
ど�

�

家
の
清
掃　

し
た
く
な
く
な
る　

Ｋ
・
Ｙ

〔
ホ
テ
ル
の
客
室
清
掃
員
／
現
在
〕

・
給
油
す
る
お
出
か
け
前
の
お
客
さ
ん�

�

俺
も
一
緒
に
乗
せ
て
い
っ
て
く
れ
!!　

Ｙ
・
Ｋ

〔
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
／
現
在
〕



●43

まとめに代えて

　以上の調査（聞き取り、アンケート）活動や札幌地域労組から学んだことを踏まえて、
アルバイト問題の解決策を学生に考えさせました。
　とはいえこの点は、昨年の『アルバイト白書2015』でかなりまとめあげているので、
今回は感想レベルにとどめました（同じ内容で書いても意味がありませんので）。あと
は実践あるのみ、でしょうか？

〔川村〕

１．調査結果にみる学生アルバイト問題

　今日、アルバイトは、大学生にとって
欠かせない。よい社会経験という一面も
ある。
　ただ、中にはいわゆるブラックバイト
と思われるようなケースも少なくない。
決して遠い世界の話ではなく、私たちの
身の回りあるいは私たち自身にも起きて
いる問題だと感じた。
　あらためて、今回の調査（聞き取り、
アンケート）にみる問題点などを整理す
る。
　第一に、働き方／働かされ方にみる問
題である。
　労働基準法第32条では、１日の労働時
間は８時間以内、１週間では40時間以内
とされているのに、それを超えるような
労働時間があった。また、休憩について
は、労働基準法第34条で、１日の労働時
間が６時間を超える場合は45分以上、８
時間を超える場合は60分以上を与えるこ
ととなっているのに、休憩が全くないと
いうケースもあった。
　もちろん、労使で協定を結べば残業は
可能である。でもそもそもそういう仕組
みや自分がどういう内容の協定を結んで
いるのか働いている学生がほとんどでは
ないだろうか。
　学生の本分は学業なのに、テスト前に
休みを希望したけれども断られたという
ケースもあった。これでは単位の取得、

ひいては、卒業も難しくなるおそれがあ
る。
　どうしてこういうことが起こるのか。
一つは人手不足である。ぎりぎりの要員
で店を回せば、１人当たりの仕事量は多
くなる。もう一つは、学生アルバイトの
扱いやすさにあるのではないか。労働法
など知識が乏しく、コスト面でも安い学
生は、会社からすれば扱いやすい存在に
なっているのではないだろうか。
　第二に、賃金にみる問題である。
　例えば、そもそも、仕事をした場合に
は、１分単位で賃金が支給されることに
なっているが、現実には、15分単位で支
給されるという話が聞き取りではよく聞
かれた。ちなみに塾講師では、支払はコ
マ給で準備時間には給与は支払われな
い、というのが基本のようだ。
　また、本来であれば22時以降は深夜割
増25％以上が支払われなければならない
のだが、22時以降でも日中の時給と変わ
らないというケースもあった。
　賃金の支給どころか、逆に、天引きの
ケースもあった。すなわち、皿などを割
って給料から天引きされるとか、ノルマ
を達成できずに給料から天引きされるな
どだ。
　本人の同意無き天引きは法で禁止され
ている。また仕事上のミスも、アルバイ
トが本来責任を負うべきものだろうか。
疑問が残る。
　でも学生バイトは、労働法の知識など
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詳しく知らないので、例えば残業代の支
給が１分単位であることも、天引きが違
反であることも知らずに働く者も少なく
ないのではないか。
　第三に、その他で気になったのが、契
約書を書面でもらっていないというケー
スだ。労働基準法第15条では、会社は、
労働条件を書面で明示しなければならな
い、とされている。
　働き始めるということは、労働者、使
用者のお互いが契約内容に同意すること
だ。なのに、契約書が渡されないという
のはおかしい。働く側も、契約を結ぶの
だという意識をもつ必要がある。

２．学生が個々人で気をつけるべきこと

　学生バイト個々人には何ができるだろ
うか。
　第一に、働き始める前の労働条件チェ
ックである。
　例えば、常にアルバイトの募集をかけ
ているような会社は、辞める人が多い、
あるいは、常に人手不足で仕事量が多い
おそれがある。
　労働条件が曖昧な企業も、情報が隠さ
れているおそれがあるので注意が必要
だ。疑問があれば面接時に尋ねたほうが
よい。難しいかもしれないが、働き始め
てから後悔するよりよいのではないか。
直接会社に聞けない場合には、友人・知
人のつてを使って、そこで働いているバ
イト学生から話を聞くのもよいと思う。
　二つ目は、アルバイトを始める際には
必ず使用者から契約書を書面でもらうこ
とだ。
　アルバイトを探すときにみる求人情報
と、実際の労働条件が違うことがたびた
びある。そんなときのためにも契約書は
ちゃんと書面でもらっておくことが必要
だ。求人情報も捨てないこと。あるいは、
面接でどう話されたかも必要に応じて記

録しておけば役に立つ。アルバイト先か
らもらった契約書や給与明細などの書類
は捨てないことが大事だ。
　第三に学ぶことである。
　そもそも、アルバイトを初めて経験す
る人は、職場の何が問題なのか、どうい
うポイントをみたらよいのか分からない
のではないだろうか。
　今はインターネットでも簡単に知識が
得られる。また、労働問題などの講演会
に参加することで知識が得られる。大学
生らしく、学ぶことの重要性を強調して
おく。
　ちなみに、学校の先生は必ずしも労働
法の知識を持っているとは限らないの
で、注意が必要である。
　第四に、万が一のために、どこにどう
いう相談先があるのかを知っておくこと
である。これは、将来のためにも役立つ。
　例えば私たちは地域の労働組合を訪問
し、こうした相談先があることを知った。
他にも、労働基準監督署などの相談機関
が存在する。
　こうした相談先をちゃんと把握してお
くことだ。学生バイトである私たちも労
働者であることを自覚する必要がある。
　第五に、セクハラやパワハラなど不幸
にしてひどい目にあったときには、その
状況を記録・録音などすることだ。残業
代を払ってもらえない場合も、自分で残
業時間を記録しておけば、あとあと役に
立つ。記憶はあいまいになるので、忘れ
ないうちにきちんとメモをとること。
　もちろん、被害がひどくなる前に労働
組合や行政機関に相談するのが必要なの
は言うまでもない。

３．みんなで問題解決を目指す

　以上のように書いてきたが、そうは言
っても一人でできることには限界があ
る。そもそも職場で疑問や不満を感じて
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も正直、言い出せないのが現実だ。我慢
して働いている人が同じ職場にいればな
おのこと言いづらい。
　やはり問題にはみんなで取り組むこと
が必要である。とくに労働組合の力を借
りることが必要ではないか。私たち自身
も、今回、多くのことを労働組合から学
んだ。
　私たちアルバイトにも団結権、団体交
渉権、団体行動権が与えられている。
　団結権は使用者より立場の弱い人たち
がみんなで集まって問題を解決しようと
いう権利である。

　団体交渉権はみんなで会社と交渉する
権利だ。交渉を求められた会社側はこれ
を断ることができないと今回学んだ。不
誠実な対応も許されない。それらは不当
労働行為として罰せられる仕組みになっ
ている。
　札幌地域労組のように、一人でも加盟
できる労働組合が地域にはある。そうい
うところで学びながら、問題の解決を目
指す必要があるのではないか。

　私たちもまだまだ色々な経験を積む必
要があると思った。
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資料１　飲食店アルバイト調査・調査票

Ⅰ．はじめに、あなたのことについてお聞きします。

　問１　所属は　　①北海学園大学１部　　②北海学園大学２部　　③その他の大学
　問２　学年は　　①１年生　　②２年生　　③３年生　　④４年生
　問３　性別は　　①男性　　　②女性

Ⅱ．飲食店での仕事のことについてお聞きします。

　問１　まず最初に確認の質問です。あなたは現在、飲食店で働いていますか。
　　　　①現在、飲食店で働いている　　②過去に飲食店で働いていた

以下の設問では、当時の
ことをお答えください

　問２　あなたの働いている飲食店の業態は
　　　　①食堂、レストラン　②ファストフード　③居酒屋　④ビアホール　⑤バー
　　　　⑥喫茶店　⑦専門料理店（　　　　　　）　⑧弁当・ピザ等持ち帰り商品販売
　　　　⑨その他（� ）

　問３　�仕事場は主にどちらですか
　　　　①キッチン・厨房　　②フロア　　③両方とも同じくらい

　問４　勤続・勤務期間はどのくらいになりますか？
　　　　①働き始めたばかり　　②１、２ヶ月　　　　③３ヶ月～６ヶ月未満
　　　　④６ヶ月～１年未満　　⑤１年～２年未満　　⑥２年～３年未満
　　　　⑦３年以上

　問５　面談の際、労働条件・待遇はどのような形で示されましたか？
　　　　①契約書などの書面　　②口頭での説明　　③とくに何もなかった
　　　　④覚えていない

　問６　働き始める際、仕事内容はきちんと教わりましたか
　　　　①きちんと教わることができた
　　　　②きちんと教わらぬまま働き始めたが、対応はできた
　　　　③きちんと教わらぬまま働き始めて苦労した

　問７　�働き方についてお聞きします。平時の状況（「長期休暇時」以外の状況）を教
えてください。

　　　１）勤務の曜日は　　①平日・土日ともに　　②平日のみ　　③土日のみ
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　　　２）働く時間帯（基本）は、主に、何時から何時までですか？
　　　　　午前／午後（　　　　　）時から、午前／午後（　　　　　）時まで

　　　３）１ヶ月あたりのトータルの勤務日数はどのくらいですか？
　　　　①９日以下　　②10～14日　　　③15～19日
　　　　④20～24日　　⑤25日以上　

　　　４）１週間あたりのトータルの労働時間はどのくらいですか？（残業も含む）
　　　　①10時間未満　　　　②10～15時間未満　　③15～20時間未満
　　　　④20～25時間未満　　⑤25～30時間未満　　⑥30時間以上

　　　５）今の勤務時間（の量）についてどう考えていますか？
　　　　①もっと長く働きたい　　②今ぐらいでよい　　③もっと短くしたい

　　　６）アルバイトで学業に支障が生じることはありますか？
　　　　①よくある　　②ときどきある　　③とくにない

　問７　バイト先で有給休暇を取得したことはありますか？
　　　　①取得したことはないし、店・店長からとくに説明を受けてもいない
　　　　②店・店長から説明を受けたことはあるが、取得したことはない
　　　　③実際に取得したことがある
　　　　④その他（� ）

　　問８　�長期休暇時を含め、これまでに、最高で、何日間の連続勤務をしたことがあ
りますか。

　　　　　（　　　　　）日

　問９　勤務シフトのことについてお聞きします。
　　　１）勤務シフトは誰が組みますか
　　　　①店長・社員　　②パート・フリーター　　③学生バイト

　　　２）１度に何日分のシフトが組まれますか
　　　　①１ヶ月分　　②半月分・２週間分　　③その他

　　　３）休みの希望は通りやすいですか
　　　　①まあ通りやすい　　②時々通りづらい　　③通りづらい

　問10　職場の人員配置や責任体制のことについてお聞きします。
　　　１）職場の人手は十分ですか　　①まあ十分　　②やや不足　　③非常に不足
　　　２）責任体制は整備されていますか
　　　　①とくに問題はない　　②やや問題がある　　③非常に問題がある
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　問11　賃金（給与）のことなどをお聞きします。
　　　　　　　　　　�問１で「過去に飲食店で働いていた」を選択した方は、辞める前

の月のことをお答えください。
　　　１）�先月＝2016年９月の時給はいくらですか。深夜時間帯に働いている場合はそ

の時給もお答えください。
　　　　日中時間帯の時給は（　　　　　　）円、
　　　　深夜時間帯の時給は（　　　　　　）円

　　　２）交通費は、賃金とは別に支給されていますか？
　　　　①そもそも交通費がかからない　　②全額支給されている
　　　　③一部だけ支給
　　　　④支給されていない、あるいは、「賃金に含む」と説明されている

　　　３）昇給のことについてお聞きします
　　　　ａ）最低賃金の引き上げとは別に、「昇給制度」はあなたの職場にありますか
　　　　①制度としてある　②制度としてはないが、昇給はその都度ある
　　　　③とくにない
　　　　ｂ）昇給のための条件は納得ができる内容ですか
　　　　①そもそも条件が示されていない
　　　　②条件は示されているが内容に納得ができない
　　　　③納得のできる内容の条件である
　　　　④その他（� ）

　　　４）�仕事の内容や責任・負担から考えると、現在の時給額は妥当だと思いますか
（満足ですか）？　満足していない場合には、どのくらいの時給額が妥当だ
と思いますか。

　　　　①満足している
　　　　②満足していない　⇒　本来は、時給（　　　　　　　）円ぐらいが妥当

　　　５）一ヶ月あたりの平均的な収入（税込み。交通費は除く）はどのくらいですか？
※先月＝夏期休暇中ではなく、平時の状況をお答えください。

　　　　①２万円未満　　　　②２～３万円未満　　③３～４万円未満
　　　　④４～５万円未満　　⑤５～６万円未満　　⑥６～７万円未満
　　　　⑦７～８万円未満　　⑧８万円以上

　　　６）�アルバイトの収入は、主にどのようなことに使いますか？　〈あてはまる全
てに○を〉

　　　　ア．生活費　　　　　　　　　イ．大学の授業料
　　　　ウ．教材費や書籍費等　　　　エ．通学（交通）費
　　　　オ．ケータイ・スマホ料金　　カ．その他の趣味・娯楽・交際費
　　　　キ．その他（� ）
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Ⅲ．バイト先（飲食店）でのトラブル・困った体験や、不満などについてお聞きします。

　問１　�次にあげたトラブルを経験したり悩み・不満を感じたことはありますか？　〈あ
てはまる全てに○を〉※問題がとくにない場合には、最後の「ヌ」に○をつけ
てください。

　　　　ア．求人情報に書かれていた内容と賃金・労働条件が異なる
　　　　イ．休憩がとれない、カットされる
　　　　ウ．急に出勤を要請される
　　　　エ．店が忙しいとあがらせてもらえない
　　　　オ．忙しくて終電で帰れないことがある
　　　　カ．暇だと急に早あがりさせられたり、休みをとるよう（欠勤を）要請される
　　　　キ．定期試験など、休みをとりたいときにとらせてもらえない
　　　　ク．慢性的に人手が不足している
　　　　ケ．賃金を支払われない労働（サービス残業）がある
　　　　コ．深夜割り増しや残業割り増しの全て、あるいは、一部が払われない
　　　　サ．販売ノルマを課されたり買い取りをさせられることがある
　　　　シ．�仕事上のミス（レジミス、注文ミス、商品等の破損）などの弁償をさせら

れる
　　　　ス．制服・ユニフォーム代金（クリーニング代金を含む）を負担させられる
　　　　セ．仕事を辞めたいが辞めさせてもらえない
　　　　ソ．仕事に関する説明が十分でない
　　　　タ．必要以上に厳しい叱責や罵声、暴力的な行為がある
　　　　チ．店長や他のスタッフからの嫌がらせ・セクハラがある
　　　　ツ．客からの嫌がらせ・セクハラがある
　　　　テ．客からのクレームへの対応をさせられる
　　　　ト．仕事でケガ、やけどなどを経験したことがある
　　　　ナ．契約になかった仕事までやらされる 
　　　　ニ．その他（� ） 
　　　　ヌ．以上のようなトラブル・不満はとくにない

【トラブル、悩み・不満など具体的に】
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問２　仕事上の悩みや困ったことを、職場で話し合ったり相談することはできますか。
　　　　①そもそも悩みや困ったことは、ない
　　　　②悩みや困ったことがあっても、店長や社員に話すことができる
　　　　③店長や社員には話せないが、バイト同士なら話すことはできる
　　　　④店長・社員・バイト同士、いずれとも話し合うことができない

　問３　労働法・ワークルール（働く上でのルール）について知っていますか？
　　　　①よく知っている　　②まあ知っている　　③知らない

最後に、これまでのバイトでの経験・トラブルや疑問など、ご自由にお書きください。

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。
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資料２　飲食店アルバイト調査・結果一覧

単位：人、％
全体 就業状態 深夜勤務の有無（現在群）

現在群 過去群 非深夜勤務群 深夜勤務群

95 100.0 73 100.0 22 100.0 32 100.0 39 100.0
所属 北海学園大学１部 87 91.6 67 91.8 20 90.9 27 84.4 38 97.4

北海学園大学２部 5 5.3 4 5.5 1 4.5 4 12.5
その他の大学 3 3.2 2 2.7 1 4.5 1 3.1 1 2.6

93 100.0 71 100.0 22 100.0 31 100.0 38 100.0
学年 １年生 62 66.7 48 67.6 14 63.6 20 64.5 26 68.4

２年生 26 28.0 19 26.8 7 31.8 8 25.8 11 28.9
３年生 4 4.3 3 4.2 1 4.5 3 9.7
４年生 1 1.1 1 1.4 1 2.6

93 100.0 71 100.0 22 100.0 31 100.0 38 100.0
性別 男性 59 63.4 44 62.0 15 68.2 15 48.4 29 76.3

女性 34 36.6 27 38.0 7 31.8 16 51.6 9 23.7

95 100.0 32 100.0 39 100.0
就業状態 現在、飲食店で働いている 73 76.8 32 100.0 39 100.0

過去に飲食店で働いていた 22 23.2

94 100.0 72 100.0 22 100.0 32 100.0 38 100.0
勤め先（飲食店）の種類 食堂、レストラン 16 17.0 9 12.5 7 31.8 5 15.6 3 7.9

ファストフード 11 11.7 8 11.1 3 13.6 5 15.6 3 7.9
居酒屋 29 30.9 23 31.9 6 27.3 4 12.5 19 50.0
ビアホール 3 3.2 1 1.4 2 9.1 1 3.1
バー 2 2.1 2 2.8 2 5.3
喫茶店 4 4.3 3 4.2 1 4.5 1 3.1 2 5.3
専門料理店 19 20.2 17 23.6 2 9.1 9 28.1 7 18.4
弁当・ピザなど持ち帰り商品販売 4 4.3 3 4.2 1 4.5 2 6.3 1 2.6
その他 6 6.4 6 8.3 5 15.6 1 2.6

93 100.0 72 100.0 21 100.0 32 100.0 38 100.0
主な仕事場 キッチン・厨房 25 26.9 16 22.2 9 42.9 8 25.0 8 21.1

フロア 52 55.9 44 61.1 8 38.1 18 56.3 25 65.8
両方とも同じくらい 16 17.2 12 16.7 4 19.0 6 18.8 5 13.2

95 100.0 73 100.0 22 100.0 32 100.0 39 100.0
勤務期間 働き始めたばかり 5 5.3 5 6.8 1 3.1 4 10.3

１、２ヶ月 15 15.8 6 8.2 9 40.9 4 12.5 2 5.1
３～６ヶ月 37 38.9 32 43.8 5 22.7 14 43.8 18 46.2
６ヶ月～１年未満 26 27.4 21 28.8 5 22.7 8 25.0 11 28.2
１年～２年未満 8 8.4 6 8.2 2 9.1 4 12.5 2 5.1
２年～３年未満 2 2.1 1 1.4 1 4.5 1 3.1
３年以上 2 2.1 2 2.7 2 5.1
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単位：人、％
全体 就業状態 深夜勤務の有無（現在群）

現在群 過去群 非深夜勤務群 深夜勤務群

95 100.0 73 100.0 22 100.0 32 100.0 39 100.0
面接の際の労働条件の
提示方法

契約書などの書面 59 62.1 48 65.8 11 50.0 18 56.3 29 74.4
口頭での説明 31 32.6 23 31.5 8 36.4 14 43.8 9 23.1
とくに何もなかった 3 3.2 2 2.7 1 4.5 1 2.6
覚えていない 2 2.1 2 9.1

95 100.0 73 100.0 22 100.0 32 100.0 39 100.0
働き始める際、仕事内
容をきちんと教わった
か

きちんと教わることができた 77 81.1 64 87.7 13 59.1 26 81.3 37 94.9
きちんと教わらぬまま働き始め
たが、対応はできた

16 16.8 8 11.0 8 36.4 6 18.8 1 2.6

きちんと教わらぬまま働き始め
て苦労した

2 2.1 1 1.4 1 4.5 1 2.6

94 100.0 73 100.0 21 100.0 32 100.0 39 100.0
勤務の曜日 平日・土日ともに 88 93.6 68 93.2 20 95.2 29 90.6 37 94.9

平日のみ 4 4.3 3 4.1 1 4.8 1 3.1 2 5.1
土日のみ 2 2.1 2 2.7 2 6.3

92 100.0 71 100.0 21 100.0 32 100.0 39 100.0
勤務の開始時刻 12時より前 7 7.6 5 7.0 2 9.5 5 15.6

12時以降、17時より前 7 7.6 6 8.5 1 4.8 5 15.6 1 2.6
17時台（１人を除く全員が17時） 46 50.0 35 49.3 11 52.4 20 62.5 15 38.5
18時台（１人を除く全員が18時） 24 26.1 18 25.4 6 28.6 2 6.3 16 41.0
19時以降 8 8.7 7 9.9 1 4.8 7 17.9

92 100.0 71 100.0 21 100.0 32 100.0 39 100.0
勤務終了時刻 18時より前 6 6.5 5 7.0 1 4.8 5 15.6

18時以降、21時より前 5 5.4 4 5.6 1 4.8 4 12.5
21時 14 15.2 10 14.1 4 19.0 10 31.3
22時台（２人を除く全員が22時） 22 23.9 14 19.7 8 38.1 13 40.6 1 2.6
23時台（２人を除く全員が23時） 28 30.4 24 33.8 4 19.0 24 61.5
24時 7 7.6 7 9.9 7 17.9
25、26時 5 5.4 3 4.2 2 9.5 3 7.7
27、28時 5 5.4 4 5.6 1 4.8 4 10.3

92 100.0 71 100.0 21 100.0 32 100.0 39 100.0
１回の勤務時間（開始
時刻から終了時刻まで）

３時間台 3 3.3 2 2.8 1 4.8 2 6.3
４時間台 18 19.6 12 16.9 6 28.6 9 28.1 3 7.7
５時間台 35 38.0 27 38.0 8 38.1 13 40.6 14 35.9
６時間台 22 23.9 20 28.2 2 9.5 6 18.8 14 35.9
７時間台 5 5.4 5 7.0 1 3.1 4 10.3
８時間以上 9 9.8 5 7.0 4 19.0 1 3.1 4 10.3

92 100.0 71 100.0 21 100.0
深夜時間帯の勤務の有無 深夜時間帯ではない 45 48.9 32 45.1 13 61.9

深夜時間帯にも勤務 47 51.1 39 54.9 8 38.1
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単位：人、％
全体 就業状態 深夜勤務の有無（現在群）

現在群 過去群 非深夜勤務群 深夜勤務群

95 100.0 73 100.0 22 100.0 32 100.0 39 100.0
１ヶ月当たりの勤務日数 ９日以下 10 10.5 6 8.2 4 18.2 4 12.5 2 5.1

10 ～ 14日 49 51.6 40 54.8 9 40.9 20 62.5 19 48.7
15 ～ 19日 26 27.4 21 28.8 5 22.7 6 18.8 15 38.5
20 ～ 24日 8 8.4 4 5.5 4 18.2 1 3.1 2 5.1
25日以上 2 2.1 2 2.7 1 3.1 1 2.6

94 100.0 72 100.0 22 100.0 31 100.0 39 100.0
１週間当たりの労働時
間（残業を含む）

10時間未満 10 10.6 7 9.7 3 13.6 5 16.1 2 5.1
10 ～ 15時間未満 28 29.8 22 30.6 6 27.3 15 48.4 6 15.4
15 ～ 20時間未満 20 21.3 15 20.8 5 22.7 5 16.1 10 25.6
20 ～ 25時間未満 18 19.1 15 20.8 3 13.6 4 12.9 11 28.2
25 ～ 30時間未満 10 10.6 8 11.1 2 9.1 2 6.5 5 12.8
30時間以上 8 8.5 5 6.9 3 13.6 5 12.8

（再掲）15時間以上 59.6 59.7 59.1 35.5 79.5

93 100.0 72 100.0 21 100.0 32 100.0 38 100.0
勤務量に対する評価 もっと長く働きたい 21 22.6 15 20.8 6 28.6 9 28.1 6 15.8

今ぐらいでよい 61 65.6 50 69.4 11 52.4 20 62.5 28 73.7
もっと短くしたい 11 11.8 7 9.7 4 19.0 3 9.4 4 10.5

95 100.0 73 100.0 22 100.0 32 100.0 39 100.0
学業への支障の有無 よくある 5 5.3 3 4.1 2 9.1 3 7.7

ときどきある 34 35.8 24 32.9 10 45.5 9 28.1 14 35.9
とくにない 56 58.9 46 63.0 10 45.5 23 71.9 22 56.4

94 100.0 72 100.0 22 100.0 32 100.0 38 100.0
有給休暇の取得状況 取得したことはないし、店・店長

からとくに説明を受けてもいない
80 85.1 62 86.1 18 81.8 27 84.4 33 86.8

店・店長から説明を受けたこと
はあるが、取得したことはない

9 9.6 7 9.7 2 9.1 4 12.5 3 7.9

実際に取得したことがある 3 3.2 2 2.8 1 4.5 2 5.3
その他 2 2.1 1 1.4 1 4.5 1 3.1

89 100.0 68 100.0 21 100.0 28 100.0 38 100.0
最高の連続勤務日数 ３日以内 22 24.7 14 20.6 8 38.1 6 21.4 7 18.4

４日 18 20.2 13 19.1 5 23.8 6 21.4 7 18.4
５日 15 16.9 15 22.1 4 14.3 11 28.9
６日 20 22.5 15 22.1 5 23.8 9 32.1 6 15.8
７～９日 9 10.1 7 10.3 2 9.5 3 10.7 3 7.9
10日以上 5 5.6 4 5.9 1 4.8 4 10.5
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単位：人、％
全体 就業状態 深夜勤務の有無（現在群）

現在群 過去群 非深夜勤務群 深夜勤務群

94 100.0 73 100.0 21 100.0 32 100.0 39 100.0
シフト組みの担当者 店長・社員 88 93.6 70 95.9 18 85.7 32 100.0 36 92.3

パート・フリーター 2 2.1 2 9.5
学生バイト 4 4.3 3 4.1 1 4.8 3 7.7

92 100.0 72 100.0 20 100.0 32 100.0 38 100.0
１度に組まれるシフト
の日数

１カ月分 38 41.3 29 40.3 9 45.0 17 53.1 12 31.6
半月分・２週間分 35 38.0 27 37.5 8 40.0 10 31.3 16 42.1
その他 19 20.7 16 22.2 3 15.0 5 15.6 10 26.3

92 100.0 72 100.0 20 100.0 32 100.0 38 100.0
休み希望の通りやすさ まあ通りやすい 76 82.6 61 84.7 15 75.0 26 81.3 33 86.8

時々通りづらい 13 14.1 9 12.5 4 20.0 5 15.6 4 10.5
通りづらい 3 3.3 2 2.8 1 5.0 1 3.1 1 2.6

94 100.0 73 100.0 21 100.0 32 100.0 39 100.0
職場の人手不足状況 まあ十分 39 41.5 33 45.2 6 28.6 14 43.8 18 46.2

やや不足 45 47.9 34 46.6 11 52.4 16 50.0 17 43.6
非常に不足 10 10.6 6 8.2 4 19.0 2 6.3 4 10.3

91 100.0 70 100.0 21 100.0 30 100.0 38 100.0
職場の責任体制 とくに問題はない 75 82.4 56 80.0 19 90.5 26 86.7 29 76.3

やや問題がある 14 15.4 12 17.1 2 9.5 4 13.3 8 21.1
非常に問題がある 2 2.2 2 2.9 1 2.6

65 100.0 28 100.0 35 100.0
時給（日中時間帯） 764円以下 2 3.1 2 7.1

764円～ 799円 4 6.2 3 10.7 1 2.9
800円 23 35.4 13 46.4 9 25.7
801円～ 849円 11 16.9 4 14.3 6 17.1
850円 11 16.9 2 7.1 9 25.7
851 ～ 899円 3 4.6 3 8.6
900円 7 10.8 2 7.1 5 14.3
901円以上 4 6.2 2 7.1 2 5.7

平均値　 （単位：円） 836 821 850
標準偏差（単位：円） 60 54 62

94 100.0 72 100.0 22 100.0 31 100.0 39 100.0
交通費の支給状況 そもそも交通費がかからない 33 35.1 22 30.6 11 50.0 13 41.9 9 23.1

全額支給されている 22 23.4 18 25.0 4 18.2 8 25.8 10 25.6
一部だけ支給 25 26.6 20 27.8 5 22.7 3 9.7 15 38.5
支給されていない、あるいは、
「賃金に含む」と説明されている

14 14.9 12 16.7 2 9.1 7 22.6 5 12.8
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単位：人、％
全体 就業状態 深夜勤務の有無（現在群）

現在群 過去群 非深夜勤務群 深夜勤務群

95 100.0 73 100.0 22 100.0 32 100.0 39 100.0
最賃とは別の昇給制度
の有無

制度としてある 38 40.0 26 35.6 12 54.5 8 25.0 16 41.0
制度としてはないが、昇給はそ
の都度ある

16 16.8 13 17.8 3 13.6 5 15.6 8 20.5

とくにない 41 43.2 34 46.6 7 31.8 19 59.4 15 38.5

54 100.0 40 100.0 14 100.0 13 100.0 25 100.0
昇給の条件に対する評価 そもそも条件が示されていない 26 48.1 19 47.5 7 50.0 6 46.2 11 44.0

条件は示されているが内容に納
得ができない

6 11.1 5 12.5 1 7.1 2 15.4 3 12.0

納得のできる内容の条件である 20 37.0 14 35.0 6 42.9 5 38.5 9 36.0
その他 2 3.7 2 5.0 2 8.0

93 100.0 71 100.0 22 100.0 31 100.0 38 100.0
現在の時給額に対する
満足度

満足している 66 71.0 51 71.8 15 68.2 23 74.2 27 71.1
満足していない 27 29.0 20 28.2 7 31.8 8 25.8 11 28.9

20 100.0 8 100.0 11 100.0
妥当な金額 800 ～ 849円 4 20.0 4 50.0

850 ～ 899円 4 20.0 1 12.5 2 18.2
900 ～ 949円 9 45.0 2 25.0 7 63.6
950 ～ 999円 1 5.0 1 12.5
1000円以上 2 10.0 2 18.2

平均値　 （単位：円） 885 851 912
標準偏差（単位：円） 59 59 49

91 100.0 70 100.0 21 100.0 30 100.0 38 100.0
１ヶ月当たりの平均的
な収入（税込み、交通
費は除く）

２万円未満 5 5.5 3 4.3 2 9.5 2 6.7 1 2.6
２～３万円未満 6 6.6 4 5.7 2 9.5 4 13.3
３～４万円未満 17 18.7 10 14.3 7 33.3 9 30.0 1 2.6
４～５万円未満 16 17.6 14 20.0 2 9.5 6 20.0 8 21.1
５～６万円未満 12 13.2 10 14.3 2 9.5 3 10.0 6 15.8
６～７万円未満 11 12.1 9 12.9 2 9.5 2 6.7 7 18.4
７～８万円未満 15 16.5 12 17.1 3 14.3 2 6.7 10 26.3
８万円以上 9 9.9 8 11.4 1 4.8 2 6.7 5 13.2

（再掲）５万円以上 51.6 55.7 38.1 30.0 73.7

93 100.0 71 100.0 22 100.0 31 100.0 38 100.0
アルバイト収入の使途
（複数回答可）

ア．生活費 29 31.2 21 29.6 8 36.4 9 29.0 12 31.6
イ．大学の授業料 6 6.5 5 7.0 1 4.5 2 6.5 3 7.9
ウ．教材費や書籍代等 11 11.8 9 12.7 2 9.1 6 19.4 3 7.9
エ．通学（交通）費 24 25.8 20 28.2 4 18.2 9 29.0 11 28.9
オ．ケータイ・スマホ料金 20 21.5 15 21.1 5 22.7 8 25.8 7 18.4
カ．その他の趣味・娯楽・交際費 84 90.3 66 93.0 18 81.8 30 96.8 34 89.5
キ．その他 4 4.3 4 5.6 1 3.2 3 7.9
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単位：人、％
全体 就業状態 深夜勤務の有無（現在群）

現在群 過去群 非深夜勤務群 深夜勤務群

88 100.0 67 100.0 21 100.0 30 100.0 35 100.0
トラブル経験、悩み・
不満の有無（複数回答
可）

ア．�求人情報に書かれていた内容
と賃金・労働条件が異なる

10 11.4 5 7.5 5 23.8 2 6.7 3 8.6

イ．�休憩がとれない、カットさ
れる

12 13.6 8 11.9 4 19.0 2 6.7 5 14.3

ウ．急に出勤を要請される 15 17.0 10 14.9 5 23.8 2 6.7 7 20.0
エ．�店が忙しいとあがらせても
らえない

23 26.1 19 28.4 4 19.0 7 23.3 11 31.4

オ．�忙しくて終電で帰れないこ
とがある

5 5.7 5 7.5 1 3.3 4 11.4

カ．�暇だと急に早あがりさせら
れたり、休みをとるよう（欠
勤を）要請される

16 18.2 9 13.4 7 33.3 6 20.0 2 5.7

キ．�定期試験など、休みをとり
たいときにとらせてもらえ
ない

7 8.0 4 6.0 3 14.3 1 3.3 3 8.6

ク．�慢性的に人手が不足している 29 33.0 23 34.3 6 28.6 8 26.7 14 40.0
ケ．�賃金を支払われない労働（サ
ービス残業）がある

4 4.5 3 4.5 1 4.8 2 6.7 1 2.9

コ．�深夜割り増しや残業割り増
しの全て、あるいは、一部
が払われない

2 2.3 2 3.0 2 5.7

サ．�販売ノルマを課されたり買
い取りをさせられることが
ある

シ．�仕事上のミス（レジミス、
注文ミス、商品等の破損）
などの弁償をさせられる

3 3.4 3 4.5 1 3.3 2 5.7

ス．�制服・ユニフォーム代金（ク
リーニング代金を含む）を
負担させられる

9 10.2 4 6.0 5 23.8 2 6.7 2 5.7

セ．�仕事を辞めたいが辞めさせ
てもらえない

6 6.8 4 6.0 2 9.5 2 6.7 2 5.7

ソ．�仕事に関する説明が十分で
ない

16 18.2 8 11.9 8 38.1 2 6.7 6 17.1

タ．�必要以上に厳しい叱責や罵
声、暴力的な行為がある

2 2.3 2 9.5

チ．�店長や他のスタッフからの
嫌がらせ・セクハラがある

2 2.3 2 9.5

ツ．�客からの嫌がらせ・セクハ
ラがある

3 3.4 1 1.5 2 9.5 1 2.9

テ．�客からのクレームへの対応
をさせられる

8 9.1 3 4.5 5 23.8 1 3.3 2 5.7

ト．�仕事でケガ、やけどなどを
経験したことがある

12 13.6 8 11.9 4 19.0 2 6.7 5 14.3

ナ．�契約になかった仕事までや
らされる

3 3.4 2 3.0 1 4.8 2 6.7

ニ．その他 2 2.3 1 1.5 1 4.8 1 3.3
ヌ．�以上のようなトラブル・不
満はとくにない

23 26.4 21 31.3 2 9.5 11 36.7 10 28.6
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単位：人、％
全体 就業状態 深夜勤務の有無（現在群）

現在群 過去群 非深夜勤務群 深夜勤務群

94 100.0 72 100.0 22 100.0 31 100.0 39 100.0
仕事上の悩みや困った
ことを職場で話したり
相談できるか

そもそも悩みや困ったことは、
ない

28 29.8 21 29.2 7 31.8 8 25.8 13 33.3

悩みや困ったことがあっても、
店長や社員に話すことができる

24 25.5 22 30.6 2 9.1 10 32.3 11 28.2

店長や社員には話せないが、バ
イト同士なら話すことはできる

33 35.1 24 33.3 9 40.9 11 35.5 12 30.8

店長・社員・バイト同士、いず
れとも話し合うことができない

9 9.6 5 6.9 4 18.2 2 6.5 3 7.7

92 100.0 71 100.0 21 100.0 31 100.0 38 100.0
労働法の認知状況 よく知っている 8 8.7 8 11.3 2 6.5 6 15.8

まあ知っている 43 46.7 32 45.1 11 52.4 16 51.6 15 39.5
知らない 41 44.6 31 43.7 10 47.6 13 41.9 17 44.7
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編集後記

　白書の作成は、今年も「突貫工事」になりました。来年こそやり方を工夫したいと思
います。
　写真は、地下歩行空間で開催された反貧困ネット北海道主催の相談会・学習会（2016
年９月４日）で「学生アルバイト問題」を報告するゼミ生たちです。今年もあちこちで
の活躍、お疲れさまでした。

〔川村〕
　　ゼミⅠ　高橋大樹／山川貴大／大木康嗣／畠山健太郎／中村優太
　　　　　　中山凌／志村宥哉／坂田剛至／土谷雅俊／北山なつみ
　　ゼミⅡ　佐藤彩加／株田智章／藤岡宣裕／有山慧／伊藤紗瑛／松永拓／平林宏樹
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